
◎主要生活道路１の配置についての評価 
     第 1 回と第 2 回検討会の結果を踏まえて、主要生活道路１の配置について評価をしました。 

  

『主要生活道路１』・・・主に東側エリアにおける交通需要への対応並びに駅の東西を連絡する道路として、駅前から 1 号踏切まで歩道のある道路の設置を検討 

します。（2014 年 12 月 道路の基本的な考え方 より）  

※評価の順番  ○＞△＞▲ 

  

【参考資料】 

          ①第 1 回・東側エリア検討会（鶴川駅南口街づくり検討会）資料Ｐ１１～Ｐ１８ 

          ②第 2 回・東側エリア検討会（鶴川駅南口街づくり検討会）資料Ｐ５～Ｐ７ 
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用に適しているが、街区を更に
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た、街区の区分が可能となる。 

C 

案 

 

南口の 

中央部分に 

配置 

する案 

○ ○ ○ △ 

▲ 

(通過交通

が広場を

経由する) 

 

○ ○ △ △ ○ 

中央付近に主要生活道路を配置

することで、街区の区分が可能

となる。また、他案と比較し、

バランスの良い土地利用とな

る。しかし、駅前広場の交通処

理に課題がある。 
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マンションなど大街区の土地利

用に適している。しかし、1 号

踏切付近に交差点ができるた

め、交通処理に課題がある。 

 


